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宇和島市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時  令和 ２年 ９月 １日（火）午後１時３０分から午後２時１０分 

２．開催場所  宇和島市立吉田公民館 ２階大ホール 

３．出席委員  （４３名） 

会 長          ６番  小林 輝彦 

   会長職務代理者     １番   赤松 宣生 

    

農業委員             ２番    氏原 邦弘         ３番  大塚 武司 

           ４番  岡田 久史     ５番  河野 行雄 

                    ７番  清家 茂           ８番  清家 多美雄 

       ９番  清家 行範       １０番  高木 常樹 

                 １２番  武川 豊茂 

１３番  竹葉 邦政       １４番  玉木 邦英 

１５番  西田 正枝       

１７番  平松 和男       １８番  福岡 正彦 

１９番  藤岡 功          

２１番  山口 一光       ２２番  山口 義幸 

２３番  山本 義広       ２４番  和田 恵子 

 

最適化推進委員 

１番  赤松 聡      ２番  井上 和久 

３番   小笠原 梅義    ４番    木村 繁一 

５番  清家 宏           ６番  瀧水 朝男 

７番  谷口 貴           ８番  永井 一洋 

９番  樋口 秀雄    １０番  兵頭 高広 

１１番    兵頭 三千雄     １２番    平山 源一郎 

１３番  廣見 正信      １４番  藤井 万一郎 

１５番  細川 一男      １６番   堀田 善春 

１７番  松下 雅子      １８番  丸山 哲史 

１９番  森岡 八重子    ２０番  安岡 賢司 

２２番  山本 一也     

２３番  吉見 一弥 

 

 

４．欠席委員 （４名）  

農業委員      １１番  髙田 博明    １６番  濱田 金治 

２０番    松本 高秋  

 

最適化推進委員   ２１番  山口 兼史 
 

５．議事日程 

議事録署名委員の指名  

                

２２番  山口 義幸       ２４番  和田 恵子 
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報告第１号    農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第２号  農地法第６条の規定による報告について 

報告第３号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約及び使用貸借合 

              意解約通知について 

報告第４号  諸証明について 

報告第５号  農地転用事業計画変更承認について 

報告第６号  農地法第４・５条許可（令和 2年 7月定例総会分）について 

報告第７号  農地等の現況に関する照会についての回答について 

報告第８号  農地の転用事実に関する照会に対する回答について 

（令和 2年 7月 16日～令和 2年 8月 14日までの事務局処理事案） 

 

議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請承認について 

議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請承認について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

議案第４号  宇和島市農業振興地域整備計画の変更について 

議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による宇和島市農用 

地利用集積計画（案）の決定について 

 

６．農業委員会事務局職員 

事務局長    庵﨑  正幸    次長兼管理係長   今西 愛典 

農地係長  濵田 英樹    専門員      境本 博佳 

主査      中川 弘徳    事務補助     山本 真由実 

 

７．産業経済部職員 

農林課長補佐  福島 康生 

 

８．会議の概要 

《庵﨑局長》 

ご起立願います。一同礼、ご着席下さい。 

携帯電話をお持ちの方は、電源を切られるか、マナーモードへの変更をお願い 

いたします。 

 

《 会 長 》 

現在の出席人数は農業委員２１名、農地利用最適化推進委員２２名であります。定足

数に達しておりますので、令和２年９月定例総会を開会いたします 

 

《庵﨑局長》 

小林会長より、ご挨拶をお願いいたします。 
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《 会 長 》 

改めましてこんにちは、今年度は長雨も７月の下旬まで続きまして、それが過ぎると

猛暑、それに伴いまして熱中症等かなり若い子を中心に搬送される例もかなり聞いてお

ります。こういう中、この南予地域におきましては津島を中心に早場米の刈り取り、そ

れから柑橘におきましては９月下旬から出荷という時期に入っていきます。多分この暑

さも中旬には少しずつ収まってくるのではないかなと安楽的な考え方もあるのですが、

台風９号を見ますように、週末にはもう１０号が発生して近づいてきます。もう１０月

の中旬、下旬位までは台風の来襲が都度都度心配になるのではないかなという季節にな

ってくるのではないかなと思います。 

ともかく２月から始まりましたコロナの影響によりまして、今まで経験した事のない

販売の面もありますし、生産の面もあります。それからまた新聞などにもよく出ていま

す収穫の人員確保等、色々問題を抱える時期になってきますけど、ここらで一回腰を据

えて今できる事をしっかりとやっていく事によって新しい色々な事を試していく時期に

なってくるのではないかなと、新しい時代に向かっての期待感も少しはあるんじゃない

かなと思います。まあ甘い事は考えない方がこの季節良いんじゃないかなと思いますけ

れども、まあそればっかしマイナス思考に陥っていく訳にはいけません。一歩ずつプラ

ス思考に向かって各地区頑張ってやっていただきたいと思っております。 

さて皆さんも暑い中、利用状況調査大変お疲れ様でございました。これからは少しず

つ問題のある農地に関しまして、意向調査の実施に移らせて頂きます。まあそれにおい

ては各地区の農業委員さん、推進委員さん、協力委員さんもそれぞれご協力いただけた

らと思います。よろしくお願いしとったらと思います。 

あと１０月に入りますと１０月は総会が２回あります。最後は１０月の案件はこのメ

ンバーで仕舞いを付けるようになっておりますのでよろしくお願いしとったらと思いま

す。非常に酷暑の中ですけれども、皆さん体には十分気をつけて一歩ずつ頑張っていっ

てもらいたいと思います。 

今回も３条、４条、５条、重要な案件を抱えております。最後までご審議のほどよろ

しくお願いします。以上で挨拶に代えさせていただきます。 

欠席報告をお願いします。 

 

《今西次長》 

失礼します。本日は髙田農業委員、濱田農業委員、松本農業委員、山口兼史推進委員

が所用のため欠席です。以上です。 

 

《 会 長 》 

それでは議事に入ります。本日の議事録署名人を指名いたします。本日の議事録署名

人に山口義幸委員、和田委員を指名いたします。 

まず報告第１号から第８号までを議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

《今西次長》 

（報告第１号から第８号までを議案書をもとに朗読、説明） 
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《 会 長 》 

  只今、事務局より報告第１号から第８号までの報告がありました。 

何かご質問等ないでしょうか。 

（ 質 問 、 意 見 な し ） 

 

ないようですので、以上で報告を終わります。 

次に議案第１号農地法第３条の規定による許可申請承認について、を議題といたしま

す。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

《今西次長》 

（議案第１号議案書をもとに朗読、説明） 

議案第１号、事案別の農地法第３条第２項各号の判断につきましては、お手元に配布

の調査書のとおりであります。３条２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると事務局では考えております。以上でございます。 

 

《 会 長 》 

事務局の説明が終わりました。これより、担当委員に意見を求めます。 

 

《樋口委員》 

９０番についてご説明いたします。この土地は昭和５０年代に○○○○地区の交換

分合がありましたが、その時に耕作が△△△△さんに変わっていたのですが、この度

この手続きができていないと分かったので所有権移転を今回するという事で問題ない

と思います。 

 

《平山委員》 

９１番について説明いたします。○○○○さんは真面目にミカン作りをしています

経営拡大のための所有権移転で何ら問題ないと思います。 

 

《福岡委員》 

９２番についてご説明いたします。○○○○さんと△△△△さんは親子関係ですの

で何ら問題ないと思います。 

 

《赤松聡委員》 

９３番、９４番についてご説明いたします。 

９３番、○○○○さん、△△△△さんは親戚関係でございます。交換分合の関係で

所有権移転をしておりましたが、この度、もう一回戻すという事で所有権移転という

事になりました。 

９４番の□□□□君と洋介さんは親子関係であります。何ら問題ないと思います。 
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《清家宏委員》 

失礼いたします。９５番、９６番についてご説明いたします。 

９５番、○○○○さんと△△△△さんは親子であり何ら問題ないと思います。 

９６番、これも先程□□□□の方で出ておりましたが、交換分合の折に登記がまだ

できていなかったという事で登記をやり替えるという事で何ら問題ないと思います。 

 

《山口一光委員》 

９７番ですが○○○○さんは高齢ではありますが熱心に農業に取り組んでおられま

す。息子さんも忙しい時には手伝いをしておりますし問題ないと思います。 

 

《吉見委員》 

９８番ですけれども、譲受人の○○○○さんは真面目に農地を守ってくれている方

でございますし、奥さんが△△△△会の理事で一生懸命頑張っていただいています。

問題ないと思います。 

 

《大塚委員》 

９９番です。○○○○君は親父の△△△△さんから使用貸借権設定です。改植のた

めだと聞いております。以上です。 

 

《井上委員》 

失礼いたします。１００番についてご説明申し上げます。○○○○さんと△△△△

さんとのこの議案は、８月の議案で所有権移転があったのですが、それに漏れていた

一筆でございます。すべての農地を□□□□さんが引き受けるという契約でしたので、

このような所有権移転となっております。何ら問題ないと思います。 

 

《山本一也委員》 

１０１番について説明いたします。譲受人の○○○○さんは法人になったそうです。

△△△△さん、息子さんも後継者で柑橘農家をやっております。使用貸借権設定でご

ざいます。設定期間は１０年間でございます。８月２７日に会長代行、事務局職員２

名、そして農業委員で現地確認をしました。何ら問題ありません。 

 

《 会 長 》 

はい。担当委員の意見が終わりました。 

これより審議をいたします。どなたかご意見ございませんか。 

 

（ 質 問 、 意 見 な し ） 

 

意見がないようですので採決をいたします。 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請承認について、許可相当と思われます

農業委員さんは挙手をお願いします。 
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（ 挙 手 全 委 員 ） 

 

挙手全委員であります。よって議案第１号は原案のとおり許可することと決定いたし

ます。 

続きまして、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請承認について、を議題

といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

《今西次長》 

（議案第２号議案書をもとに朗読、説明） 

議案第２号の転用許可基準の判断につきましては、お手元に配布の調査書のとおりで

あり、許可基準は満たしていると事務局では考えております。以上でございます。 

 

《 会 長 》 

はい。事務局の説明が終わりました。これより、担当委員に意見を求めます。 

  

《井上委員》       

失礼いたします。６番議案についてご説明申し上げます。この議案は７月総会にか

かりました○○○○さんの自己転用でございます。進入路の関係で転用計画変更が生

じまして、道を確保するためにこの議案があった次第でございます。ご覧になってい

ただいたら石が置いてありまして、石のある所は始末書が出ております。農地として

使えないという事で、ここを転用する事によって接道義務を果たして住宅が建てれる

という事になっておりますので何ら問題ないと思います。 

 

《 会 長 》 

はい。担当委員の意見が終わりました。どなたかご意見等ございませんか。 

 

（ 質 問 、 意 見 な し ） 

 

意見がないようですので採決をいたします。 

議案第２号農地法第４条の規定による許可申請承認について、承認されます農業委員

さんは挙手をお願いします。 

 

（ 挙 手 全 委 員 ）  

 

挙手全委員であります。 

よって議案第２号は原案のとおり承認することと決定いたします。 

続きまして、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請承認について、を議題と

いたします。事務局より説明をお願いいたします。 
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《今西次長》 

（議案第３号議案書をもとに朗読、説明） 

議案第３号の転用許可基準の判断につきましては、お手元に配布の調査書のとおりで

あり、許可基準は満たしていると事務局では考えております。以上でございます。 

 

《 会 長 》 

事務局の説明が終わりました。これより、担当委員に意見を求めます。 

  

《赤松宣生委員》       

１６番について説明いたします。○○○○君の家なのですが、３年前に△△△△君

が自分の実家の方に家を建てようとしたのですが、□□□□地区が土砂災害特別区域

に指定されていましたので家を建てるには１階を鉄筋コンクリートにしなければいけ

ないとか、色々規定がありまして、それで３年前に建てる予定だったのですが設計を

変更して２年前に建てようとしたのですが、２年前の豪雨災害で自分の部落の実家の

所が災害に遭いまして、それで今、◇◇◇◇地区に家を建てようとすると砂防ダムを

５つ計画をしているそうです。その砂防ダムが完成しないと家を建てれないという事

で、それだったら○○○○さんですが、△△△△さんは□□□□君のお母さんのお兄

さんで、結局このお母さんの実家の方に家を建てるように変更いたしました。私の家

の５０ｍ位の近くなのですが、別に問題ないと思います。 

 

《安岡委員》       

１７番について説明したいと思います。○○○○が太陽光発電を作りたいという事

で△△△△さんと所有権移転という事になりました。現地は８月２７日に赤松代行に

来ていただきまして確認をしております。この土地の上の方に見えますけれども山林

を開発いたしまして一体利用という形で太陽光ができるようになっております。畑の

方が入ってなかったので、今回、そこを工事して太陽光をするという事です。畑も地

主さんが南郡に居られますので中々管理もできておりませんので、そういった形で運

ぶ事ができました。特に開発をしますと土砂が流れたりしてという事で近くの農家さ

んも心配されていましたけれども、その話をしますと地域の皆さんと話し合いをして

説明をしたという事と、設置板の所に連絡先もちゃんと付けて何かあれば直ぐに来て

いただくというような話も出ておりますし、心配されていた方と話をしますと大体納

得できたという事で、周りには何もないので別段問題ありません。 

 

《 会 長 》 

はい。只今担当委員の意見が終わりました。 

どなたかご意見等ございませんか。 

 

（ 質 問 、 意 見 な し ） 
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意見がないようですので採決をいたします。 

議案第３号農地法第５条の規定による許可申請承認について、承認されます農業委員

さんは挙手をお願いします。 

 

（ 挙 手 全 委 員 ）  

 

挙手全委員です。よって議案第３号は原案のとおり承認することと決定いたします。 

続きまして、議案第４号宇和島農業振興地域整備計画の変更について を議題といたし

ます。 

事務局より説明をお願いします。 

 

《今西次長》 

（議案第４号議案書をもとに朗読、説明） 

議案第４号の農振整備計画の変更につきましては、農業振興地域の整備に関する法律

第１３条第２項の変更の要件を満たしており、今回の変更はやむを得ないと事務局では

考えております。以上でございます。 

 

《 会 長 》 

はい。事務局の説明が終わりました。これより担当委員に意見を求めます。 

 

《氏原委員》 

番号１番について説明いたします。申請者は両親と同敷地内の住宅に居住しており

ますが、老朽化、豪雨による影響で広範囲な修繕が必要となっていることと、子供の

成長により住宅が手狭になっていることにより近くですが親の農地に新しい住宅を建

築することになりました。それにより農振を除外する事になりますが、先日８月２７

日に職務代理者、事務局、私、申請者において現地確認をしました。車庫みたいな所

は面積がないので取り壊して宅地にするそうです。 

申請地は、住宅などに挟まれた農地であり隣接する農地はありませんので農振を除

外しても別に問題ないと思います。 

 

《小林委員》 

番号２番についてご説明いたします。この案件は除外申請の理由の所に書いてあり

ますとおり所有者の○○○○さんが亡くなられていて、相続財産管理上他の不動産を

総括して一括して売買していこうという考えがあり、この農地におきましては農地の

ままで所有権移転ができないという事で除外の申請を出したものでございます。 

現在この農地に関しましては、長年手入れがされていない状況で山林化されている

状態であります。周りも上の方は山林、ちょっと離れて下の方のなろ地は畑の状態に

なっております。周りの畑には影響等及ぼす環境ではないと考えられます。団地とし

ても端の方にありますので別段周りの農地に影響を及ぼす事はないと考えられますの

で何ら問題ないと思います。以上です。 
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《 会 長 》 

担当委員の意見が終わりました。どなたかご意見等ございませんか。 

 

（ 質 問 、 意 見 な し ） 

 

意見がないようですので採決をいたします。 

議案第４号宇和島農業振興地域整備計画の変更について、承認されます農業委員さん

は挙手をお願いします。 

 

（ 挙 手 全 委 員 ）  

 

挙手全委員であります。 

よって議案第４号は原案のとおり承認することと決定いたします。 

続きまして、議案第５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による宇和島

市農用地利用集積計画（案）の決定について、を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

《今西次長》 

（議案第５号議案書をもとに朗読、説明） 

議案第５号の利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしていると事務局では考えております。以上でございます。 

 

《 会 長 》 

はい。事務局の説明が終わりました。これより担当委員に意見を求めます。 

 

《清家茂委員》 

１１９番について説明します。○○○○さんの田んぼを減らしていくという事で、

そこの近くを作っている△△△△さんと話がまとまったものです。何ら問題ありませ

ん。 

 

《森岡委員》 

１２０番から１２３番まで説明いたします。これは○○○○さんが今回合意解約さ

れた後を△△△△さんが耕作をするようになりました。何ら問題ないと思います。 

 

《廣見委員》 

失礼します。１２４番から１３１番まで一括で説明いたします。 

全て新規ではありますが、今まで○○○○さんがこの８案件全てを耕作されており

ましたが、今回、契約解除という事で自ら後任を探されまして、地権者と新規契約を

結ばれました。全て８案件皆さんご存知ではありますが、皆さん地区のリーダーとし

て真面目に農業に取り組んでおられ何ら問題ないと思います。 
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《兵頭高広委員》 

１３２番、１３３番について説明いたします。経営拡大のため農地を借受ける案件

です。何ら問題ないと思います。 

 

《安岡委員》 

１３５番についてご説明いたします。○○○○さんは野菜を作らないといけないとい

う事で農地を探しておりました所、丁度家の近くに△△△△さんが耕作はしておりませ

んが草刈り位くらいされていた土地。そこを借りるという事になりまして話がまとまり

まして新規の契約という事になりました。□□□□君は若い子でありますが真面目に農

業をしておりますので何ら問題ないと思います。 

 

《清家行範委員》 

１３６番についてご説明いたします。○○○○君は農業に対して熱心に取り組んでお

られ、若手の担い手として期待しております。何ら問題ないと思います。 

 

《平山委員》 

１３８番について説明いたします。今まで耕作をしていた方が亡くなられまして、隣

接地である○○○○さんにお願いした所、耕作するという事で話がまとまりました。何

ら問題ないと思います。 

 

《河野委員》 

１４０番、１４１番について説明いたします。 

１４０番、○○○○さんは△△△△さんの土地をずっと前から耕作をしております。

今回、新たに新規として賃貸借権を設定するもので何ら問題ないと思います。 

１４１番、□□□□さん、◇◇◇◇さんは今回話がまとまりまして新規で８年４ヶ

月貸借権を設定するものです。何ら問題ないと思います。 

 

《清家宏委員》 

１４２番、１４３番についてご説明いたします。新規となっておりますが、本日報

告にありましたように、親父さんの○○○○さんが△△△△さん、□□□□さんから

借りていたのを返すようになって、その代わりに息子さんの○○○〇さんが引き続い

て借りるという事でございまして、新規ではございますが継続の案件で何ら問題ない

と思います。 

 

《赤松聡委員》 

１４４番から１４７番までを説明いたします。○○○○さんは高齢で後継者も居り

ませんので△△△△さんに賃貸借権設定をしたものです。 

１４５番の□□□□さんは今現在、◇◇◇◇でございますが、少し山を減らすとい

う事で○○○○さんに使用貸借権設定をしたものです。 

１４６番、△△△△さんは高齢で耕作ができないという事で、近所の□□□□さん
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に賃貸借権設定をしたものです。 

１４７番の◇◇◇◇さんも農業をされておらず、隣接地である○○○○さんにお願

いしたという事です。△△△△さん、□□□□さん、◇◇◇◇くんは真面目に農業さ

れており問題ないと思います。 

 

《丸山委員》 

１４８番、１４９番、１５０番、１５１番について説明いたします。 

○○○○君と△△△△さん、その下の□□□□さんは親戚であります。２人共よう耕

作しないという事で◇◇◇◇君に貸しまして耕作するようになりました。 

１５０番、１５１番は○○○○君の父親が借りて作っていた訳ですが、今回、△△△

△君の名義で新規に使用貸借権設定しました。何ら問題ないと思います。 

 

《小林委員》 

失礼いたします。所有権移転１３番の案件についてご説明申し上げます。 

この案件の土地は前々から○○○○さんが借りて作っていた農地でございます。今

回、△△△△さんが高齢で病気が出てきたという事で、京都からよう帰って行かない

という事を受けまして、□□□□さんの方でこれからも作って行きますという事で話

がまとまったそうでございます。◇◇◇◇さんは地区で指導的な立場で熱心に農業を

やられている方で何ら問題ないと思います。 

 

《赤松聡委員》 

１４番についてご説明いたします。この園地は以前より○○○○さんが借りられて

耕作している土地で、今回、所有権移転という話になり双方合意の上まとまりました

ので何ら問題ないと思います。 

 

《河野委員》 

１５番について説明いたします。以前にもありましたが○○○○さんがずっと土地

を手放しております。この土地については△△△△さんがずっと以前から耕作をされ

ております。今回、話がまとまりまして所有権移転の運びとなりました何ら問題ない

と思います。 

 

《 会 長 》 

担当委員の意見が終わりました。 

これより審議をいたします。 

どなたかご意見等ございませんか。 

  

（ 質 問 、 意 見 な し ） 

 

 

 



12 

 

意見がないようですので採決をいたします。 

ここで農業委員会等に関する法律第３１条に基づきまして赤松聡委員の退席を求めま

す。 

 

・・・・・・      赤松聡委員退席      ・・・・・・ 

 

採決をいたします。 

議案第５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による宇和島市農用地利用

集積計画（案）が出ております。計画を承認されます農業委員さんは挙手をお願いしま

す。 

（ 挙 手 全 委 員 ） 

 

挙手全委員であります。よって議案第５号は原案のとおり承認することと決定いたし

ます。 

赤松聡委員の入室を求めます。 

 

・・・・・・     赤松聡委員着席      ・・・・・・ 

 

 

 

以上で令和２年９月定例総会の議案を終了させていただきます。 


